
来院の場合 電話での問い合わせの場合 保健所より依頼の場合

あり、かつ次のア又はイのいずれかに

該当する者

ア）10日以内にインフルエンザウィルス

受付にて問診【要観察例の症例定義】

38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状が この段階での直接受け入れはしない

京築保健福祉課　健康対策課

新型インフルエンザ対応マニュアル（日勤帯）
　　フェーズ４以降

イ）10日以内に患者（疑い例も含む）との

接触歴を有する者

0930-23-2690

（月～金　8:30～17:15まで対応）

がある鳥（鶏、あひる、七面鳥、うずら等）

又は死亡鳥と接触歴（直接接触したこと

又は2m以内に接近したことをいう。以下

同じ）を有する者

へ電話するように伝える

(H5N1)に感染している若しくはその疑い

要観察例 疑い

・患者に外科用マスクを（サージカルマスク）を着用してもらう

・対応職員はガウン、N95マスク、手袋、ゴーグルを着用して対応

・関連部署へ連絡、調整を行う

・カルテを持参し処置室または健診室へ案内する

要観察例　疑い

医療安全管理委員会院長

院内感染対策委員会

ればそのまま帰宅

保健所へ連絡

入院が必要な場合：搬送入院が不必要と判断され

　　※可能な限り優先診療を行う

　　※これ以降、患者への対応は診察終了まで担当者は固定する

診療・検査



来院の場合 電話での問い合わせの場合 保健所より依頼の場合

あり、かつ次のア又はイのいずれかに

該当する者

ア）10日以内にインフルエンザウィルス 京築保健所　夜間休日対応警備会社

受付にて問診【要観察例の症例定義】

38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状が この段階での直接受け入れはしない

(H5N1)に感染している若しくはその疑い

要観察例 疑い

092-471-0264

がある鳥（鶏、あひる、七面鳥、うずら等） へ電話するように伝える

又は死亡鳥と接触歴（直接接触したこと （月～金　8:30～17:15以外の

又は2m以内に接近したことをいう。以下

同じ）を有する者

　時間帯で対応）

イ）10日以内に患者（疑い例も含む）との

接触歴を有する者

新型インフルエンザ対応マニュアル（夜勤帯・日祭日）
フェーズ４以降

新型インフルエンザ専用病室へ入院

院長

要観察例　疑い

当直医へ連絡

保健所へ連絡

入院が不必要と判断され

・対応職員はガウン、N95マスク、手袋、ゴーグルを着用して対応

　　※これ以降、患者への対応は診察終了まで担当者は固定する

・患者に外科用マスクを（サージカルマスク）を着用してもらう

医療安全管理委員会

入院が必要な場合：搬送

ればそのまま帰宅

・関連部署へ連絡、調整を行う

・カルテを持参し処置室または健診室へ案内する

　　※可能な限り優先診療を行う

診療・検査

翌朝・休日明け
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